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令和６年函審第１３号 

裁    決 

貨物船Ａ貨物船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ１ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 四級海技士（航海） 

  受  審  人  ａ２ 

    職  名 Ａ三席三等航海士 

    海技免許 五級海技士（航海） 

  補  佐  人  ２人（いずれもａ１及びａ２両受審人選任） 

 

 本件について、令和６年１０月 1日その管轄を門司地方海難審判所か

ら当海難審判所に移転する指定があったので、当海難審判所は、理事官

田之上輝美出席のうえ審理し、次のとおり裁決する。 

 

                          主    文 

 

 受審人ａ２の五級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 受審人ａ１を戒告する。 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和５年１月１４日１３時３９分半少し過ぎ 

 姫島水道 

２ 船舶の要目 
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  船 種 船 名 貨物船Ａ       貨物船Ｂ 

  総 ト ン 数 ２,７７４トン 

  国際総トン数             １,４６９トン 

  全 長 １０３.１１メートル  ７６.３１メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関     ディーゼル機関 

   出     力 ２,９４２キロワット  １,１０３キロワット 

３ 事実の経過 

(1) Ａの構造及び設備等 

 Ａは、平成１１年１２月に進水し、バウスラスターを装備した船

首尾楼付二層甲板型鋼製貨物船で、船尾楼上に設けた４層の甲板室

の最上層に操舵室、同室前方の上甲板下に貨物倉をそれぞれ配し、

操舵室前部中央に操舵スタンド、その左舷側にレーダー２台及びＧ

ＰＳプロッター、右舷側に機関及びバウスラスター各遠隔操縦装置、

後方に海図台、船舶自動識別装置（以下「ＡＩＳ」という。）をそ

れぞれ備え、船首端から８５メートル後方、右舷舷側から４.７メ

ートル左方の操舵室上方にＧＰＳアンテナが設置されていた。 

 操縦性能は、海上公試運転成績表によれば、船首喫水２.１００

メートル船尾喫水４.５８０メートルにおける左及び右各旋回試験

では、機関回転数毎分１９１、速力１３.８９ノットないし   

１４.１９ノットの状態から舵角３５度をとったとき、最大横距及

び最大縦距が、それぞれ３３４.６３メートル及び３０６.３５メー

トル並びに２９４.４９メートル及び２７７.０７メートルで、９０

度回頭に要する時間がそれぞれ５５秒及び５３秒であり、前後進試

験では、機関回転数毎分１９１、速力１３.５９ノットの状態から

全速力後進を発令したとき、船体が停止するまでの所要時間及び最

短停止距離が、３分０１秒及び７８９.９８メートルであった。 
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(2) Ｂの構造及び設備等 

 Ｂは、バウスラスターを装備した船首楼付鋼製貨物船で、船尾部

甲板上に設けた３層の甲板室の最上層に操舵室、同室前方の上甲板

下に貨物倉をそれぞれ配し、操舵室前部中央に操舵スタンド、その

左舷側にレーダー２台及びＧＰＳプロッター、右舷側に機関及びバ

ウスラスター各遠隔操縦装置、後方に海図台、ＡＩＳをそれぞれ備

え、船首端から６１.２メートル後方、右舷舷側から８.５メートル

左方の操舵室上方にＧＰＳアンテナが設置されていた。 

(3) 姫島水道 

姫島水道は、大分県国東半島と姫島間にある長さ約５海里の水道

で、西口付近から中間部までは東西方向に直線状に通じ、水深１０

メートル以上の水路の可航幅が約１.２海里あり、主な交通流が同

県住吉埼付近で屈曲して南東方に向い、周防灘と伊予灘とを結ぶ水

道として比較的小型の船の常用航路となっていた。 

(4) 気象状況 

大分地方気象台は、令和５年１月１４日１０時５６分大分県北部

に濃霧注意報を発表し、同日昼前から夕方にかけて、視程が海上で

５００メートル以下に低下する見込みと報じ、１５時５８分注意期

間を翌１５日朝までとし、視程が陸上及び海上それぞれで１００メ

ートル及び５００メートル以下にそれぞれ低下すると対象範囲を拡

大し、同注意報を継続した。 

(5) 本件発生に至る経緯 

Ａは、ａ１及びａ２両受審人ほか５人が乗り組み、コークス  

３,２８３トンを積載し、船首４.３４メートル船尾５.４６メート

ルの喫水をもって、令和５年１月１４日０９時２０分関門港若松区

を発し、青森県八戸港に向かった。 
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ａ１受審人は、船橋当直体制を、２３時から０３時及び１１時か

ら１５時までをａ２受審人及び次席三等航海士、０３時から０７時

及び１５時から１９時までを一等航海士及び三等航海士、０７時か

ら１１時及び１９時から２３時までを自身が入直する４時間交替３

直制と定めていたほか、食事前には次席三等航海士を食事準備に当

たらせ、出入港時、狭水道通航時及び視界制限状態となった場合に

は自ら操船指揮を執ることとしていた。 

ａ１受審人は、離岸操船に引き続いて単独の船橋当直に就き、 

１０時４５分山口県宇部港南方沖合で、昇橋したａ２受審人及び次

席三等航海士に船橋当直を委ねて降橋することとしたとき、同受審

人及び同航海士の当直中に霧で視界が制限されるおそれがあったが、

平素から視界不良時の報告について標語にして船橋に掲示してあり、

改めて言わなくても視界が悪くなれば報告があるものと思い、ａ２

受審人及び次席三等航海士に対し、視界制限状態となったときの報

告を指示することなく、また、姫島水道の通航が同受審人及び同航

海士の船橋当直時間並びに次席三等航海士の食事準備各時間帯に重

なり、ａ２受審人による単独の船橋当直で同水道を通航することと

なるものの、海技従事者としての経験年数の長い同受審人に任せて

おけば無難に姫島水道を航行してくれるものと判断し、ａ２受審人

に単独の同当直を任せて自室で休息することを思い立ち、降橋して

自室で休息した。 

ａ２受審人は、ａ１受審人に引き続き、次席三等航海士が食事準

備のため降橋したのち、単独の船橋当直に就いて周防灘を東行し、

ノースアップ表示で６海里レンジ設定としたレーダー１台を作動さ

せ、舵輪後方に立った姿勢で操船に当たり、１３時００分僅か前国

東港古町沖防波堤灯台（以下「古町灯台」という。）から    
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３００.５度（真方位、以下同じ。）６.００海里の地点で、針路を

姫島水道中央付近に向く１１０度に定めて自動操舵とし、機関を全

速力前進にかけて１２.４ノットの速力（対地速力、以下同じ。）

で進行した。 

定針したとき、ａ２受審人は、霧のため視程が約３００メートル

に狭められて視界制限状態となったことを認めたものの、航行中の

動力船を示す法定灯火を表示しないまま、霧中信号を行うことも、

安全な速力とすることもなく、同状態となったことをａ１受審人に

報告しなかった。 

ａ２受審人は、見張りを強化するつもりで、使用中のレーダーに

加え、ノースアップ表示で１６海里レンジ設定としたレーダー１台

を新たに起動させ、１３時１６分少し過ぎ古町灯台から３１４度  

２.７４海里の地点に差し掛かったとき、右舷船首方約１２海里の

ところに、Ｂのレーダー映像を初めて探知し、ベクトルの方向から

同船が姫島水道の国東半島寄りを航行すると予想し、同水道中央付

近に向けたままの針路でも、Ｂと互いに右舷を対して航過できると

判断して続航した。 

ａ２受審人は、１３時２９分古町灯台から０１０度１.１４海里

の地点で、姫島水道西口に至ったとき、レーダーを一見し、同水道

内にＢのほかに他船を認めなかったことから、針路を変更すること

なく、姫島水道中央付近を航行することとし、狭い水道の右側端に

寄らずに進行した。 

一方、ａ１受審人は、姫島水道に接近する状況であったものの、

依然としてａ２受審人に任せておけば無難に同水道を航行してくれ

るものと思い、昇橋して自ら操船の指揮を執らなかった。 

ａ２受審人は、１３時３４分僅か前古町灯台から０５６度   
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１.４０海里の地点で、針路を僅かに左方に向く１０４度に転じて

続航した。 

１３時３６分半少し過ぎａ２受審人は、古町灯台から０６９度 

１.８２海里の地点に達したとき、Ｂが右舷船首８度１.０６海里の

ところとなり、その後同船と著しく接近することを避けることがで

きない状況となったが、依然として互いに右舷を対して無難に航過

できるものと思い、レーダープロッティングを行うなど、Ｂに対す

るレーダーによる動静監視を十分に行わなかったので、この状況に

気付かず、針路を保つことができる最小限度の速力に減じることも、

必要に応じて行きあしを止めることもなく進行した。 

こうして、ａ２受審人は、１３時３９分少し前右舷船首至近にＢ

を初めて視認し、衝突の危険を感じて左舵一杯を取ったものの、及

ばず、１３時３９分半少し過ぎ古町灯台から０７７.５度２.３４海

里の地点において、Ａは、船首が０７４度を向いたとき、原速力の

まま、その右舷中央部にＢの船首部が前方から３１度の角度で衝突

した。 

当時、天候は霧で、風力１の東南東風が吹き、潮候はほぼ高潮時

にあたり、視程は約３００メートルで、大分県北部には濃霧注意報

が発表されていた。 

ａ１受審人は、自室で休息していたところ、右舷中央部付近への

衝撃を感じて直ちに昇橋し、衝突した事実を知って事後の措置に当

たった。 

また、Ｂは、ベトナム社会主義共和国籍の船長ｂ１及びミャンマ

ー連邦共和国籍の二等航海士ｂ２ほか６人が乗り組み、鋼材約  

２,０００トンを積載し、船首４.７０メートル船尾５.１０メート

ルの喫水をもって、同日１０時３５分大分港を発し、住吉埼北方沖
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合を経由する予定で、大韓民国マサン港に向かった。 

ｂ２二等航海士は、１１時１０分国東半島南東方沖合で昇橋し、

船橋当直を船長から引き継ぎ、コースアップ表示で３海里レンジ設

定として前方４.５海里まで映るオフセンターとしたレーダー２台

及びＡＩＳを作動させ、舵輪後方に立った姿勢で操船に当たり、同

半島東岸に沿って北上した後、１３時２７分僅か過ぎ古町灯台から

０９９.５度４.０９海里の地点で、針路を姫島水道中央付近に向く

３０７度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて９.６

ノットの速力で進行した。 

ｂ２二等航海士は、１３時２９分古町灯台から０９７.５度  

３.８１海里の地点に差し掛かったとき、霧のため視程が約３００

メートルに狭められて視界制限状態となったことを認めたものの、

航行中の動力船を示す法定灯火を表示しないまま、霧中信号を行う

ことも、安全な速力とすることもなく、同状態となったことを船長

に報告せず、狭い水道の右側端に寄らずに続航した。 

ｂ２二等航海士は、１３時３０分古町灯台から０９６.５度  

３.６７海里の地点で、左舷船首１３度約３.６海里のところに、Ａ

のレーダー映像を初めて探知し、ＡＩＳで船名、針路及び速力を確

かめ、Ａがやがて右転して自船の船尾方へ針路を向けるものと判断

し、狭い水道の右側端に寄らないまま進行した。 

ｂ２二等航海士は、１３時３２分少し前古町灯台から０９４度 

３.４０海里の地点で、針路を僅かに左方に向く３０４度に転じて

続航した。 

１３時３６分半少し過ぎｂ２二等航海士は、古町灯台から０８５

度２.７０海里の地点に達したとき、Ａが左舷船首１２度１.０６海

里のところとなり、その後同船と著しく接近することを避けること
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ができない状況となったものの、Ａに対するレーダーによる動静監

視を十分に行わなかったので、この状況に気付かず、針路を保つこ

とができる最小限度の速力に減じることも、必要に応じて行きあし

を止めることもなく進行した。 

こうして、ｂ２二等航海士は、１３時３９分少し前左舷船首至近

にＡを初めて視認し、衝突の危険を感じて左舵一杯を取り、機関を

最微速力前進に減じたものの、及ばず、Ｂは、船首が２８５度を向

き、８.８ノットの速力となったとき、前示のとおり衝突した。 

衝突の結果、Ａは、右舷中央部外板に凹損を伴う擦過傷等を、Ｂ

は、船首部外板に塗膜剥離を伴う擦過傷等をそれぞれ生じたが、後

にいずれも修理された。 

 

 （航法の適用） 

 本件は、海上交通安全法が適用される姫島水道において、東行中のＡ

と西行中のＢとが衝突したもので、同法には本件に適用される航法規定

がないので、一般法である海上衝突予防法（以下「予防法」という。）

が適用される。 

 事実の経過で示したとおり、本件当時、付近海域は、霧のため視程が

約３００メートルに狭められており、視界制限状態であったと認められ

ることから、本件は、予防法第１９条が適用される。 

 また、姫島水道は、周防灘と伊予灘とを結ぶ水道として比較的小型の

船の常用航路となっており、可航幅が約１.２海里であることから、同

水道が予防法第９条に定められた狭い水道等にあたり、両船が右側端に

寄って航行することが安全であり、かつ、実行に適する状況であったと

認められることから、同条第１項が適用される。 

 したがって、本件には、予防法第９条第１項と同法第１９条を同時に
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適用することになるが、その場合、両規定が要求する行動がいずれの船

舶に対しても矛盾する行動であってはならないので検討する。 

 予防法第９条第１項は、狭い水道等をこれに沿って航行する船舶に右

側端航行義務を課しているもので、両船がそれぞれ狭い水道等の右側端

に寄って航行する限り衝突のおそれはないが、両船が著しく接近するこ

とを避けることができない状況となった際には、予防法第１９条第６項

の規定に従って、両船がそれぞれ針路を保つことができる最小限度の速

力に減じ、また、必要に応じて停止すればよいのであるから、両規定を

同時に適用しても両船の行動に矛盾を生じることはない。 

 よって、本件は、予防法第９条第１項及び同法第１９条によって律す

るのが相当である。 

 

 （原因の考察） 

 本件は、霧のため視程が約３００メートルの視界制限状態となった姫

島水道において、東行中のＡと西行中のＢとが衝突したものであり、以

下、Ａ及びＢそれぞれの衝突約５分前及び衝突約７分前の各左転と本件

発生との因果関係について考察する。 

 事実の経過で示したとおり、ａ２受審人は、１３時１６分少し過ぎ右

舷船首方約１２海里のところに、Ｂのレーダー映像を初めて探知し、ベ

クトルの方向から同船が姫島水道の国東半島寄りを航行すると予想し、

Ｂと互いに右舷を対して航過できると判断し、衝突の約５分前である 

１３時３４分僅か前針路を６度左に転じたもので、予防法第１９条第５

項第１号の他の船舶が自船の正横より前方にある場合において針路を左

に転ずることを禁止する規定に違反している。 

 しかしながら、Ａがこの左転をしても、また、仮に左転をすることな

く、そのままの針路で進行していたとしても、両船が著しく接近するこ
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とを避けることができない状況となったことに変わりなく、かつ、両船

が、著しく接近することを避けることができない状況となったとき、予

防法第１９条第６項の規定に基づく適切な措置をとっていれば、本件発

生は回避できたものと認められる。 

 したがって、Ａの左転は本件発生に至る過程で関与した事実であるが、

本件と相当な因果関係があるとは認められない。 

事実の経過で示したとおり、ｂ２二等航海士は、１３時３０分左舷船

首１３度約３.６海里のところに、Ａのレーダー映像を初めて探知し、

ＡＩＳで船名、針路及び速力を確かめ、同船がやがて右転して自船の船

尾方へ針路を向けるものと判断し、衝突の約７分前である１３時３２分

少し前針路を３度左に転じたもので、予防法第１９条第５項第１号の他

の船舶が自船の正横より前方にある場合において針路を左に転ずること

を禁止する規定に違反している。 

 しかしながら、Ｂがこの左転をしても、また、仮に左転をすることな

く、そのままの針路で進行していたとしても、両船が著しく接近するこ

とを避けることができない状況となったことに変わりなく、かつ、両船

が、著しく接近することを避けることができない状況となったとき、予

防法第１９条第６項の規定に基づく適切な措置をとっていれば、本件発

生は回避できたものと認められる。 

 したがって、Ｂの左転は本件発生に至る過程で関与した事実であるが、

本件と相当な因果関係があるとは認められない。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、霧のため視界制限状態となった姫島水道において、東行

中のＡが、狭い水道の右側端に寄って航行せず、霧中信号を行わず、安

全な速力としなかったばかりか、レーダーにより右舷前方に探知したＢ



 

－11－ 

に対する動静監視が不十分で、同船と著しく接近することを避けること

ができない状況となった際、針路を保つことができる最小限度の速力に

減じず、必要に応じて行きあしを止めなかったことと、西行中のＢが、

狭い水道の右側端に寄って航行せず、霧中信号を行わず、安全な速力と

しなかったばかりか、レーダーにより左舷前方に探知したＡに対する動

静監視が不十分で、同船と著しく接近することを避けることができない

状況となった際、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必

要に応じて行きあしを止めなかったこととによって発生したものである。 

 Ａの運航が適切でなかったのは、船長が、船橋当直者に対し、視界制

限状態となったときの報告を指示しなかったばかりか、姫島水道を航行

する際、自ら操船の指揮を執らなかったことと、船橋当直者が、同状態

となったことを船長に報告せず、レーダーによる動静監視が不十分で、

視界制限状態における措置を適切にとらなかったことによるものである。 

ａ２受審人は、霧のため視界制限状態となった姫島水道を東行中、レ

ーダーにより右舷前方にＢを探知した場合、同船と著しく接近すること

を避けることができない状況となるかどうか判断できるよう、レーダー

による動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、

互いに右舷を対して無難に航過できるものと思い、レーダーによる動静

監視を十分に行わなかった職務上の過失により、Ｂと著しく接近するこ

とを避けることができない状況となったことに気付かず、針路を保つこ

とができる最小限度の速力に減じることも、必要に応じて行きあしを止

めることもなく進行して同船との衝突を招き、Ａ、Ｂ両船にそれぞれ損

傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ２受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の五級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 
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ａ１受審人は、宇部港南方沖合を東行中、ａ２受審人に船橋当直を任

せて降橋する場合、同人の当直中に霧で視界が制限されるおそれがあっ

たのだから、視界制限状態となったときに自ら操船指揮を執ることがで

きるよう、ａ２受審人に対し、同状態となったときの報告を指示すべき

注意義務があった。しかるに、ａ１受審人は、平素から視界不良時の報

告について標語にして船橋に掲示してあり、改めて言わなくても視界が

悪くなれば報告があるものと思い、ａ２受審人に対し、視界制限状態と

なったときの報告を指示しなかった職務上の過失により、同人から同状

態となったときの報告を受けられず、自ら操船指揮を執ることができな

いまま進行してＢとの衝突を招き、Ａ、Ｂ両船にそれぞれ損傷を生じさ

せるに至った。 

 以上のａ１受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

令和７年７月２９日 

     函館地方海難審判所 

          審 判 官  菅  生  貴  繁 


